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１．更新講習システム利用登録 

教員免許状更新講習は更新講習システムからの申込みとなり、更新講習システムの利用には受講者ＩＤ、メールアドレス及びパスワードが

必要です。 

受講者ＩＤは利用登録をすると発行されます。パスワードは利用登録の際にご自身で設定していただきます。以下の案内に沿って、利用登

録を行ってください。 

また、受講者利用登録や受講者ＩＤの取得は更新講習システムの利用時間外を除き、いつでも行うことができます。受講申込みをスムーズ

に行うために、更新講習システム受講申込期間の開始までに「１．更新講習システム利用登録」の全てと、「２．講習検索から受講予約まで」

の 「Ⅰ．講習を検索する」と「Ⅱ．講習をブックマークする」まで行うことを推奨します。 

 なお、２回目の更新講習の受講が始まったことにより、受講者ＩＤの取得について以下のようにご対応ください。 

  

①１回目・２回目の免許状の更新に関わらず、初めて本学の更新講習を受講される（初めて受講者ＩＤを取得される）方 

→受講者利用登録をして、受講者ＩＤを取得してください。 

②昨年度に本学の更新講習を受講された（受講者ＩＤを取得された）方 

→引き続き昨年度取得した受講者ＩＤをご利用ください。 

※昨年度に受講する予定で受講者ＩＤを取得したが、受講申込みをせず１講習も受講しなかった方も含みます。 

③２回目の免許状の更新で、過去に本学の更新講習を受講したことがある方 

→前回使用した受講者ＩＤはご利用できません。再度、受講者登録をし、新しい受講者ＩＤを取得してください。 

 

 ○ 利用登録（受講者ＩD の取得）方法 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 

「利用申し込みはこちら」をクリックします。 
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   Ⅰ．「利用規約」を確認する。 

     受講者利用登録（受講者ＩＤの取得）をする前に必ず「利用規約」を確認してください。 

     
 
 
 

    
 
 
 

利用規約を最後まで確認します。 

（画面を下にスクロールする） 

利用規約を全て確認したら「同意する」

をクリックします。 
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  Ⅱ．「受講者基本情報」を入力してください。 

   ＊印は必須入力項目です。こちらに入力する受講者基本情報が、利用者登録から受講当日までの連絡先、受講申込書、履修認定証明書

の記載事項、受講料振込依頼書の送付先等となるため、誤入力のないように必ず確認してください。 

誤入力があると、本学からの連絡や送付物が届かなかったり、受講申込書、履修認定証明書の記載が誤った内容になったりするため、

入力内容は必ず確認してください。 

誤入力がある場合は、ｐ１８「４．登録した情報を変更する」を参考に修正してください。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

該当する「受講対象者の区分」をチェックし、職名を選択する必要がある場合は、該当の職名を選択または記入してください。 

なお、受講対象者の区分は以下のように選択してください。 

 

①現職の教育職員 

 →上から１番目の「幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・幼保連携型認定こ

ども園に勤務している教育職員・教育の職にある者」をチェックしてください。また、右欄の職名をプルダウンから選択し

てください。 

②教員採用内定者または教員として任命又は雇用される（見込みのある者） 

 →上から２番目の「教員採用内定者/教員として任命又は雇用される（見込みのある）者」をチェックしてください。 

③現在、教育職員ではなく過去に教育職員であった経験もないが、今後、教育職員として勤務する見込みがあるため教員免許

状更新講習を受講する者（公立学校講師登録をして受講する者） 

 →上から２番目の「教員採用内定者/教員として任命又は雇用される見込みのある者」をチェックしてください。 

また、本学では、この場合に該当する方が受講するためには、公立学校講師登録をお願いしております。 

勤務先の都道府県又は市町村教育委員会の「公立学校講師登録証明書」をご提出いただくことになります。 

④現在、教育職員ではなく過去に教育職員であった経験がある者 

 →上から３番目の「教員勤務経験者」をチェックしてください。 

⑤認定こども園・認可保育所・幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務する保育士 

 →上から４番目の「認定こども園及び認可保育所の保育士/幼稚園と同一の設置者が設置する認可外保育施設に勤務する保

育士」をチェックしてください。（幼保連携型認定こども園の保育教諭は①に該当するため注意してください。） 

⑥上記⑤に該当しない保育士 

 →本学では、上記③の対応をしてください。 

⑦高等専修学校の高等課程の教員 

 →上から５番目のその他をチェックし、下欄に「学校名」を記入してください。また、右欄に現在の職名（教員等）を記入

してください。 

⑧学習支援員、児童館職員、特別支援教育支援員、会社員、主婦等 

 →「その他」には含まれません。これまでの教育職員（教諭・講師等）としての勤務経験がない場合は上記③、勤務経験が

ある場合は上記④の対応をしてください。 

 

※「受講対象者の区分」について分からないことがある場合は、三重大学学務部教務チーム（０５９－２３１－５５２０）ま

でご連絡ください。 

※公立学校講師登録について分からないことがある場合は、お住いの都道府県教育委員会にてご確認ください。三重県内の方

は、以下のＵＲＬまたはお電話にてご確認ください。 

 三重県教育委員会ホームページ：http://www.pref.mie.lg.jp/KYOSYOK/HP/menkyo/40447022743.htm 

 電話番号：059-224-2959 

http://www.pref.mie.lg.jp/KYOSYOK/HP/menkyo/40447022743.htm
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ログインパスワードは自身で設定してください。 

ログインパスワードは、次回からのログインに必要

です。忘れないように書き留めるなどして必ず保管

してください。 

本学から送信するメールは、パソコンを利用したメール

を想定しております。受講期間までに動画・配布資料等

の掲載ページの URLをメールで送信いたします。また、

講師によっては、事前課題をメールに添付して送付する

ことがあるため、添付物を含め、確実に受信できるメー

ルアドレスの登録が必要です。 

携帯メールアドレスも登録可能ですが、携帯メールアド

レスの場合は、送付したメール内容を正確に読み取れな

い場合があります。 

また、携帯メールアドレスを登録される場合は、初期設

定がパソコンからのメールを受信拒否となっている場

合があります。 

なお、利用申込完了メールは、自動では１度しか送信さ

れないため、携帯メールアドレスを登録される場合は、

予めドメイン名「kousinkousyu.jp」からのメール

を受信許可設定してください。 

勤務先の組織名の入力は以下のように行ってください。 

 

①公立学校（幼稚園、保育園、小・中学校）の場合は、○○市立○○小（中）学校（園）と入力してください。 

②公立学校（高等学校）の場合は、○○県立○○高等学校と入力してください。 

③私立学校の場合は、学校名のみ入力してください。 

④公立学校講師登録をして受講される場合は、登録をした教育委員会名を入力してください。（例：○○県教育委員

会、○○市教育委員会） 

※④に該当する場合、連絡先はご自宅または携帯電話の番号を入力してください。 
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 Ⅲ．「現有免許状一覧」を入力してください。 

  所持している全ての免許状の情報を入力してください。入力する際は所持している免許状や下記の免許状の見本例をもとに必要な情報を

入力してください。 

  また、保育士資格は教員免許ではないため入力する必要はありません。（プルダウンの選択肢にないため、入力できません。） 

  なお、教育職員免許法の改正により、一部の免許状名称が変更されています。そのため、プルダウンに所持している免許状の種類がない

場合は次ページの「教員免許状読み替え表」をご参照ください。 

 
 
 
 

 
 

  ●教員免許状の見本例（新免許状） 

公 印 

中
学
校
教
諭
一
種
免
許
状 

 
 

 
 

 
 

 
 

本
籍
地 

三
重
県 

 
 

 
 

氏 

名 

三
重 

花
子 

 
 

 
 

平
成
二
年
十
二
月
一
日
生 

 
 

 

右
の
者
に
教
育
職
員
免
許
法
第
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
記
の
教
科
に
つ
い
て
中
学

校
教
諭
一
種
免
許
状
を
授
与
す
る
。 

  
 

記 
 

保
健
体
育 

    

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

○
○
教
育
委
員
会 

 

平
二
六
中
一
第
○
○
号 

 

根
拠
規
定 

免
許
法
別
表
第
一 

  

基
礎
資
格 

学
士
の
学
位
を
有
す
る 

 
 

 
 

 
 

教
育
機
関
名
等 

  
 

 
 

 

○
○
大
学
○
○
学
部
○
○
学
科 

  
 

 
 

 
 

十
二
単
位
以
上
修
得
の
分
野
名 

 
 

＊ 
 

 
 

 
 

 
 

卒
業
又
は
修
了
の
年
月
日 

 
 
 
 

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日 

 修
得
単
位 

教
科
に
関
す
る
科
目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

二
〇
単
位
以
上 

 
 
 
 
 
 

 

教
職
に
関
す
る
科
目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

三
一
単
位
以
上 

 
 
 
 
 
 

 

教
科
又
は
教
職
に
関
す
る
科
目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

八
単
位
以
上 

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
六
条
の
六
に
定
め
る
科
目 

八
単
位
以
上 

 

資
格
認
定
試
験 

 
 
 
 
 
 

 
証
書
番
号 

 

＊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

合
格
年
月
日 

 

＊ 
 
 
 
 
 
 

 

試
験
実
施
機
関 

 

＊ 
 

有
効
期
間
の
満
了
の
日 

 
 

   

平
成
三
十
七
年
三
月
三
十
一
日 

 

備 
 

考 

○
○
大
学
で
単
位
を
修
得 

 

授与年月日 

免許状番号 

※「有効期間の満了の日」の記載があるものは「新免許状」です。 
 
（H21.3.31より前に授与された教員免許状を１種類でもお持ちの

方の教員免許状には、この記載はありません。） 
→記載がなければ、旧免許状所持者です。 

※ 更新講習の受講期間・有効期間更新の申請期間は、 
有効期間満了日の 2 年 2 ヶ月前～2 ヵ月前までとなります。 
（この例では、平成３５年２月１日から平成３７年１月３１日ま
でとなります。 

この期間より前に履修認定された講習は有効とはなりません。） 

必ず所持する全ての免許状についてご記入

ください。 

行が足りない場合は、右端の「追加」をク

リックしてください。 

免許状の授与年月日についてご記入ください。 

旧免許状・新免許状の区別に必要なため、正確な年月

日をご記入ください。 

新免許状所持者のみ、所持してい

るそれぞれの免許状に記載されている有効

期間の満了の日をご記入ください。 

こちらは卒業年月日等

です。授与年月日では

ありません。 
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 ○教員免許状読み替え表 

区  分 旧名称 新名称（カッコ内はシステムで種類を選択する際の名称） 

幼稚園 

－ 幼稚園教諭専修免許状（幼専修） 

幼稚園教諭１級普通免許状 幼稚園教諭１種免許状（幼一種） 

幼稚園教諭２級普通免許状 幼稚園教諭２種免許状（幼二種） 

小学校 

 小学校教諭専修免許状（小専修） 

小学校教諭１級普通免許状 小学校教諭１種免許状（小一種） 

小学校教諭２級普通免許状 小学校教諭２種免許状（小二種） 

中学校 

 中学校教諭専修免許状（中専修） 

中学校教諭１級普通免許状 中学校教諭１種免許状（中一種） 

中学校教諭２級普通免許状 中学校教諭２種免許状（中二種） 

高等学校 

高等学校教諭１級普通免許状 高等学校教諭専修免許状（高専修） 

高等学校教諭１級普通免許状（社会） 
高等学校教諭専修免許状（高専修） 

※教科・領域は「地理歴史」及び「公民」の両方を選択 

高等学校教諭２級普通免許状 高等学校教諭１種免許状（高一種） 

高等学校教諭２級普通免許状（社会） 
高等学校教諭１種免許状（高一種） 

※教科・領域は「地理歴史」及び「公民」の両方を選択 

養護教諭 

 養護教諭専修免許状（養護専修） 

養護教諭１級普通免許状 養護教諭１種免許状（養護一種） 

養護教諭２級普通免許状 養護教諭２種免許状（養護二種） 

特別支援 

 特別支援学校教諭専修免許状（特支専修） 

養護学校教諭１級普通免許状 

特別支援学校教諭１種免許状（特支一種） 

※教科・領域は「知的障害者」・「肢体不自由者」及び「病弱者」

の全てを選択 

養護学校教諭２級普通免許状 

特別支援学校教諭２種免許状（特支二種） 

※教科・領域は「知的障害者」・「肢体不自由者」及び「病弱者」

の全てを選択 

盲学校教諭１級普通免許状 
特別支援学校教諭１種免許状（特支一種） 

※教科・領域は「視覚障害者」を選択 

盲学校教諭２級普通免許状 
特別支援学校教諭２種免許状（特支二種） 

※教科・領域は「視覚障害者」を選択 

聾学校教諭１級普通免許状 
特別支援学校教諭１種免許状（特支一種） 

※教科・領域は「聴覚障害者」を選択 

聾学校教諭２級普通免許状 
特別支援学校教諭２種免許状（特支二種） 

※教科・領域は「聴覚障害者」を選択 
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Ⅳ．「修了確認期限・有効期間の満了の年月日」を入力してください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ⅴ．登録内容を確認してください。 

 

 
 

修了確認期限または有効期

間の満了の年月日の入力後、

「確認」をクリックしてくだ

さい。 

登録内容を確認し、「登録」をクリックします。 

登録内容は、後から修正することは可能ですが、 

必ず入力内容を確認してから、「登録」をクリックするよ

うにしてください。 

「現有免許状一覧」に所持する全ての免許状の情報を入力後、「期限を取得」をクリックしてください。 

現有免許一覧の「授与年月日」（旧免・新免ともに）及び「有効期間の満了の日」

（新免のみ）は、正確な年月日を入力してください。 

入力に誤りがあると、誤った修了確認期限または有効期間の満了の年月日が自動

入力されてしまいます。 

「期限を取得」をクリックすると、 

旧免許状所持者の場合は、生年月日による通常の修了確認期限が左側の空欄に自動入力されます。 

新免許状所持者の場合は、現有免許状一覧に入力した有効期間の満了の日の最も遅い満了日が、自動入

力されます。 

なお、延期等により自動入力されたものと異なる修了確認期限・有効期間の満了の年月日の方は、ご自

身で手入力にて修正してください。 

必ず授与年月日（旧免・新免ともに）

と有効期間の満了の日（新免のみ）

を入力してから、「期限を取得」を

クリックしてください。 



更新講習システム利用案内 
 

8 
 

 Ⅵ．受講者ＩＤの発行・利用者登録の完了 

   登録内容を確認し、「登録」をクリックすると受講者ＩＤが発行されます。次回からのログインに必要となるため、書き留めるなどして

必ず保管してください。 

 
 
    これで利用者登録（受講者ＩＤの取得）が終了しました。 

    取得した受講者ＩＤ、受講者基本情報に登録したメールアドレス及びパスワードは忘れないようにしてください。 

    利用登録が完了すると、受講者基本情報にメールアドレスに下記のような「利用申込完了」メールが送信されます。 

   「利用申込完了」メールが受信できない場合は、次のような原因が考えられるためそれぞれご対応ください。 

    利用申込完了メールは利用者登録完了時に 1 度しか送信されません。下記の対応後は再度、利用申込完了メールを送信いたしますの

で、三重大学学務部教務チーム（ＴＥＬ：０５９－２３１－５５２０）までご連絡ください。 

 

①メールアドレスに誤りがある場合 

     ⅰ．更新講習システムにログインし、「登録利用情報照会」より正しいメールアドレスに修正してください。 

方法はｐ１８「４．登録した情報（メールアドレス、住所、勤務先等）を変更する」よりご確認ください。 

  ⅱ．修正が完了したら一度ログアウトをし、正しいメールアドレスでログインし直し、ログインできるかどうかをご確認ください。 

 

②受信設定等で制限がかかっている場合 

  ⅰ．パソコンメールの場合は、迷惑メールフォルダへ自動振り分けされている場合があるため、ご確認ください。 

ⅱ．携帯メールの場合は、初期設定がパソコンからのメールを受信拒否設定となっている場合があるため、ドメイン名 

「kousinkousyu.jp」からのメールを受信許可してください。 

    携帯メールの設定方法については、各携帯ショップ等にお尋ねください。本学ではご対応致しかねます。 

 

更新講習システムにログインできない方は、ご自身がメモを取られた受講者ＩＤ、登録したメールアドレス及びパスワードに誤りがあ

る可能性があるため、三重大学学務部教務チーム（ＴＥＬ：０５９－２３１－５５２０）までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここに表示される１０桁の番号が受講者ＩＤです。 

終了する場合は、右上端の「×マーク」をクリックしてください。 

続けて講習情報等を見る場合には「続けてログイン」をクリックしてください。 

終了 

 

【利用申込完了】のメール例 

 

1000000100  ○○○○ 様 

利用者登録が完了いたしましたのでお知らせします。

URL:https://www.kousinkousyu.jp/mie-univ/ 

****************************************************** 

国立大学法人三重大学 

学務部教務チーム（教員免許状更新講習担当） 

〒514-8507 津市栗真町屋町 1577 

Tel：059-231-5520  mail：koushin@ab.mie-u.ac.jp 

 ****************************************************** 

https://www.kousinkousyu.jp/mie-univ/
mailto:koushin@ab.mie-u.ac.jp
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２．講習検索から受講予約まで 

Ⅰ．講習を検索する 

  「Ⅰ．講習を検索する」と「Ⅱ．講習をブックマークする」までは、更新講習システム受講申込期間前でも行うことができます。スムー

ズに受講申込みができるようにあらかじめ「Ⅱ．講習をブックマークする」まで準備することを推奨します。 

     
 

 
 
 

        
    

 

「更新講習検索」をクリックします。 

何も条件を指定せずに「検索」をクリ

ックすると、全講習が表示されます。 

「講習区分」や「専門分野」等の条件

を指定して「検索」をクリックすると、

該当の講習が表示されます。 

 

検索条件は、少ない項目で設定して検索し

てください。条件指定が多いと希望の講習が

検索されない場合があります。 

令和３年度は「対面授業」は開講しません

ので検索条件で選択しないでください。 

開催日程や講習名などから検索す

る場合には、「さらに詳しい検索」を

クリックしてください。 
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「検索」をクリックすると講習一覧が表示されます。条件指定をした場合は、条件に該当する講習のみ表示されます。 

 

 
 

         

Ⅱ．講習をブックマークする 

   事前準備として予約したい講習をブックマークに登録することができます。 

   ブックマークに登録をすると、受講申込みの際に講習検索をせずに講習情報（予約）画面を表示することができます。 

   「Ⅰ．講習を検索する」で受講予定の講習を検索し、表示された講習の「講習名」をクリックしてください。 

 

講習情報を確認したい講習の「講習名」をクリッ

クしてください。講習情報が表示されます。 

検索した講習数が多い場合は、複数ページにわ

たり表示されます。 

この矢印をクリックするとページを移動するこ

とができます。 

「この講習をブックマークする」をクリックすると、予約し

たい講習をブックマークに登録できます。 

講習内容は「講習内容へのリンク」をクリックすると表示されます。 

（リンクがない場合はここに表示されます。） 

講習によっては、準備物や連絡事項等が記載されていますので、必ず

確認してください。 
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   ブックマークに登録した講習は、ログイン時に「ブックマーク講習を見る」欄に表示されます。 

   表示された講習名をクリックすると、講習基本情報（予約）画面が表示されます。

 

 

Ⅲ．講習の予約をする（これ以降の作業は受講申込期間開始後に行うことができます。） 

  更新講習システム受講申込開始期間は、必ず募集要項及び更新講習ホームページにてご確認ください。 

  更新講習システムにログインし、講習検索又はブックマーク講習から受講申込みをする講習の講習基本情報画面を開き、画面を下方へ

スクロールしてください。 
講習開催情報のアクション欄に表示されている「予約する」をクリックします。 

 

     
 
 
 
     
 

画面を下方へスクロールします。 

「予約する」をクリックします。 

注意！ 

「予約する」が薄い表示でクリックできない場合は、予約が定員に達したため予約することができません。 

申し訳ありませんが、他の講習の受講をご検討ください。 

ブックマーク登録した講習は、ログイン時にここに表示されます。 

この講習名をクリックすると、講習情報（予約）画面が表示されます。 
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「予約する」をクリックすると受講申込規約が表示されます。 

内容を確認して「同意する」をクリックします。 

講習予約申込確認画面が表示さ

れるので、画面を下方にスクロー

ルします。 

予約内容に間違いがなければ、「予約確定」をクリックします。 

「予約確定」をクリックしていないと、予約は完了していません。 
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     「予約確定」をクリックし、予約完了メッセージが表示されれば、予約が完了したことになります。引き続き画面を下方にスクロ

ールし、「事前アンケート」の登録をしてください。なお、他に予約する講習がある場合は、事前アンケートの登録を後で行うことが

できます。 

          
 

   【注意】この時点では、まだ受講申込みは完了していません。 

     本学の募集要項や更新講習ホームページに記載されている受講申込書類の表を確認し、該当する区分毎に必要な書類を提出期限ま

でに、下記の提出先まで郵送してください。 

     提出期限までに受講申込書類を提出されなかった場合は、受講の意思がないと判断され、受講申込みが取り消しとなります。 

     なお、全員が共通して提出をする「受講申込書」の印刷についてはｐ１５「受講申込書印刷」にてご確認ください。 

 
      
 
 
    
 
  
 

Ⅳ．事前アンケートを登録する 

    事前アンケートの記載内容をもとに、受講者の皆様のニーズにお応えできる充実した講習内容にしていくため、事前アンケートの登

録は必ず行ってください。 

更新講習システムにログインをし、「申込内容を見る」をクリックすると、受講申込みをした講習名が表示されます。 

表示された講習名をクリックすると、講習基本情報の画面が表示されるため、画面を下方にスクロールし、「アクション」欄にある「事

前アンケート登録」をクリックしてください。 

 

         

予約完了メッセージが出れば、予約完了です。 

引き続き他の講習の予約を行う場合は、「戻る」をクリックして講習一

覧画面に戻るか、「ブックマーク講習から見る」より予約したい講習毎

に同様の予約作業を行ってください。 

「アクション」欄にある「事前アンケート登録」

をクリックする。 

   

  【受講申込書類提出先】  〒514-8507 津市栗真町屋町 1577 

                      三重大学学務部教務チーム教員免許状更新講習担当 

 郵送の際には、封筒の表面に「教員免許状更新講習受講申込書類在中」と朱書きし、裏面には氏名を記

入してください。 

ここに表示される講習名をクリックする。 
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    「事前アンケート登録」をクリックすると、事前アンケート登録画面が表示されます。 

    それぞれの設問への回答を入力してください。 

       
 
    「確認」をクリックすると、事前アンケート登録確認画面が表示されます。登録内容を確認してください。 

 

       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各設問に対する回答を入力して、「確認」をクリックします。 

登録内容を確認して、「登録」をクリックします。 

 

終了する場合は、画面右上端の「ログアウト」をクリック

してください。 
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３．受講申込書印刷 

  ○ 受講申込書を印刷する。 

   

    
 

       
    「受講申込書印刷」をクリックすると、画面に受講申込書が表示されます。 

「ファイル」メニューから「印刷」を選択して印刷し、本人の押印及び本人の顔写真を貼付し、最下欄の「証明者記入欄」に証明者

（勤務先の長（学校園長）等）の機関名、証明者の氏名、氏名の横に公印を押印してください。 

 次ページの「受講申込書作成例」を参考にしてください。 

受講したい講習の受講予約が全て完了したら、トップメニューの

「受講申込書印刷はこちらから」をクリックしてください。 

受講申込をしようとする講習全ての選択（□欄）にチェックを

付けてから、「受講申込書印刷」ボタンを押してください。 
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    これで受講申込書の印刷・作成が終了しました。受講申込書は全員が共通して提出する書類になります。 

なお、本学では下記のように受講申込書類の提出をお願いしております。区分によって提出する書類の種類が異なるため、ご注意く

ださい。 

 

区     分 必   要   な   書   類 

Ⅰ．旧免許状所持者 ①受講申込書※ 

Ⅱ．旧免許状所持者で修了確認期限を延

期した者 

①受講申込書※ 

②各都道府県教育委員会が発行した延期証明書の写し 

Ⅲ．新免許状所持者 ①受講申込書※ 

②所持するすべての免許状の写しまたは、免許状授与証明書の写し 

Ⅳ．新免許状所持者で有効期間の満了の

日を延長した者 

①受講申込書※ 

②所持するすべての免許状の写しまたは、免許状授与証明書の写し 

③各都道府県委員会が発行した延長証明書の写し 

Ⅴ．上記のⅠ～Ⅴに該当し、講師登録を

して更新講習を受講する者 

①Ⅰ～Ⅳにそれぞれの必要な書類に加えて、「公立学校講師登録者証明書」を添付し

てください。 

 ●同年度内に２回目以降に受講申込みをする際には※印がついた書類（受講申込書）のみの提出で構いません。 

 

受講申込書に不備があったり、必要な書類が不足していたりした場合は、受講申込書類を受理することができません。 

提出された受講申込書類の確認ができましたら、受講料を振込むための「受講料振込依頼書」を郵送しますので、お手元に届き次

第、お近くのコンビニエンスストアから受講料をお振込みください。 

受講料の振込みが確認できたましたら、受講申込みが確定し、「受講決定」となります。 

 

    注意！ 

     指定された受講申込書類提出期限までに受講申込書類を提出しなかった場合や、受講料振込期限までに受講料を振込まなかった場

合は、受講申込みが取り消しとなります。期限までに提出及び振込みをしてください。 

 なお、受講申込期間・受講申込書類提出期限・受講料振込期限は、募集要項及び更新講習ホームページにて必ず確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイルメニューから印刷を選択して、印刷します。 
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受講申込書作成例 

証明者の公印を

押印してください 

顔写真を貼ってください 

本人印を押印してください 

記入した日付と、証明者（勤務先の長（学校園長）等）の機関名、

職名、氏名を記入してください 

受講申込みをする講習が

正しく記載されているかを

確認してください。 

受講者利用登録時に登録した内容が記載されています。 

更新講習事務局からの郵送物は、システムに登録された

住所に郵送するため、記載された連絡先や電話番号など

に間違いがないか確認してください。 

所持している全ての免許状が記載されているか、それぞれ

の免許状の授与年月日が正しく記載されているかを確認し

てください。 

また、修了確認期限または有効期間の満了の年月日が正し

く記載されているか確認してください。 
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４．登録した情報（メールアドレス、住所、勤務先等）を変更する 

    更新講習システムにログインし、「登録利用情報照会」をクリックしてください。 

 

           

 

画面を一番下までスクロールし、「変更」をクリックしてください。 

 

         
 
 
 
 

登録情報照会をクリックすると 

登録されている情報が薄く表示

されます。 

画面を下方へスクロールしてく

ださい。 

 

「変更」をクリックします。 

ス
ク
ロ
ー
ル 
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「変更」をクリックすると、登録されている一部の情報の文字が黒く表示されます。 

文字が黒く表示されている項目は、登録内容を変更することができます。 

 

     

         
 
 

文字が黒く表示されている項目が変更できます。 

変更が完了したら「確認」

をクリックしてください。 
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  「確認」をクリックすると変更後の登録内容が表示されます。登録内容が正しく変更されているかを確認してください。 

     

     
         
    これで登録内容の変更が完了しました。 

    なお、転勤・転居・改名等により登録内容の変更必要な場合は、その都度、変更してください。 

 

 

変更した内容を確認し、よければ「更新」をクリックします。 

内容が間違いない場合は、

「更新」をクリックします。 
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５．受講票及び写真票の印刷 

  ○ 受講票を印刷する。 

   受講票の印刷は受講料の振込みをし、「受講決定」後から印刷することができます。 

受講票は講習毎に各自で印刷して、講習当日に持参してください。 

    更新講習システムにログインし、「申込内容一覧」に表示される講習名をクリックしてください。 

       

     

講習名をクリックするとその講習の講習情報が表示されます。表示された画面を下方へスクロールしてください。 

 

 
 
 
 
 

下方へスクロールする 

受講票の印刷を行いたい講習名

をクリックします。 

 
 
 
 
 
 

令和３年度は 
オンデマンド動画配信講習のため、 
受講票および写真票は不要です。 
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下方へスクロールし、「講習開催情報」のアクション欄にある「受講票印刷」をクリックすると画面に受講票が表示されます。 

 

        
 
      

      表示された受講票を印刷し、該当の講習を受講する講習当日に持参してください。 

      例年、違う講習の受講票を持参されることがあります。受講する講習の「講習名」や「開催日」等をよくお確かめのうえ、講習

当日に持参するようにしてください。 

       
   
 
 
 
 

「ファイルメニュー」又は「印刷アイコン」から

印刷をしてください。 

「受講票印刷」をクリックします。 

 
 
 
 
 
 

令和３年度は 
オンデマンド動画配信講習のため、 
受講票および写真票は不要です。 
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○ 写真票を印刷する。 

    写真票は各自で印刷をして講習当日に持参してください。 

    写真票は講習終了までに返却するので、１枚で当該年度内の受講する全ての講習で使用することができます。 

    

          
 

          
    

          
     

更新講習システムのお知らせ欄にある「写真票」にある、

「こちら」をクリックすると写真票が表示されます。 

 

または、三重大学教員免許状更新講習ホームページのメニ

ュー欄（オレンジ色）にある「写真票」をクリックすると

「写真票印刷について」のページに移動します。 

その後、「写真票（ＰＤＦ）」をクリックすると写真票が表

示されます。 
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写真票が表示されたら、「ファイル」メニューをクリックし、「印刷」をクリックして写真票を印刷してください。 

写真票には「受講者ＩＤ番号（１０桁）」及び「氏名」を記入し、「顔写真（縦３６～４０ｍｍ、横２４～３０ｍｍ）」を貼付してくだ

さい。 

 

 

「ファイル」メニューをクリックし、「印刷」をクリックして

ください。 

「ＩＤ番号（１０桁）」及び 

「氏名」を記入してください。 

「顔写真（縦３６～４０ｍｍ、

横２４～３０ｍｍ）」を貼付し

てください。 
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受講票および写真票は不要です。 


